
和歌山県えるぼし認定等促進による職場環境整備補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 知事は、職場におけるジェンダー平等の推進及び多様な人材が能力を発揮でき

る雇用環境の整備を図るため、えるぼし認定等を取得した事業者が、当該認定取得

後もその取組の維持、向上又は高度化を図るために実施する事業に要する経費につ

いて、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、和歌山県

補助金等交付規則（昭和６２年和歌山県規則第２８号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２ この要綱において「えるぼし認定等」とは、女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）第９条に基づく一般事業主の認定（えるぼ

し認定又はえるぼしプラス認定）及び同法第 12 条に基づく特例認定（プラチナえるぼ

し認定又はプラチナえるぼしプラス認定）をいう。 

 

（補助対象者） 

第３ この補助金の交付対象者は、別表に定める者（以下「補助事業者」という。）の

とおりとする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 

号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2) 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これら

と同等の責任を有する者をいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その

他これらと同等の責任を有する者をいう。）が暴力団員である者、又は暴力団員が

その経営又は運営に実質的に関与している者 

(4) 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又

は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的

又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

(7) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

 

（補助対象事業） 



第４ この補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の補助対象経

費、補助率及び補助限度額は、別表に定める。 

 

（交付の条件） 

第５ 規則第６条の規定により補助金の交付に際し、次の各号に掲げる事項を条件と

して交付するものとする。 

(1) 補助事業の内容を変更 (第９に定める軽微な変更を除く。)する場合には、あら

かじめ知事の承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ知事の承認を受けるこ

と。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び資材・機材等について

は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第

２５５号）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間

（以下「処分制限期間」という。）を経過するまで、知事の承認を受けないで、こ

の補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供

し、又は廃棄してはならないこと。 

(5) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収 

入の全部又は一部を県に納付させることがあること。 

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後 

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を 

図らなければならないこと。 

(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に

ついて証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日 

（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する

年度の終了後５年間保管しておかなければならないこと。ただし、補助事業によ

り取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の財産がある場合は、前

記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は処分制限期間を経過す

る日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならないこと。 

 

（交付申請） 

第６ 規則第 4 条の規定による申請書は、別記第１号様式のとおりとし、補助事業者

は、知事が別に定める日までに、以下の書類を添えて知事に提出しなければならな

い。 



 (1) 事業計画書（別記第２号様式） 

 (2) 経費配分書（別記第 3 号様式） 

 (3) 暴力団等の排除及び補助金の活用に関する誓約書（別記第 4 号様式） 

 

（交付決定） 

第７ 知事は、第６の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の

上、適正と認めるときは交付決定を行い、その旨を補助事業者に通知するものとす

る。 

 

（変更の承認申請） 

第８ 第５第１号の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第５号様

式による事業計画変更承認申請書を知事に提出しなければならない。 

 

（軽微な変更の範囲） 

第９ 第５第１号に規定する軽微な変更は、次に掲げる場合とする。 

 (1) 別表に掲げる補助対象経費の合計額の 20％を超えない増減の場合。 

 (2) 交付目的及び事業効果に直接関わりがない事業計画の細部の変更であるとき。 

 

（事業の中止又は廃止の承認申請） 

第 10 第５第２号の規定により知事の承認を受けようとする場合には、あらかじめ別

記第６号様式による事業中止（廃止）承認申請書を知事に提出しなければならない。 

 

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告) 

第 11 第５第３号の規定により知事の指示を求める場合には、速やかに別記第７号様 

式による遅延等報告書を知事に提出しなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第 12 規則第８条の規定による期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算

して 20 日を経過した日とする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この期日

を繰り上げることがある。 

 

（実績報告） 

第 13 規則第 13 条の規定による実績報告書は別記第８号様式のとおりとし、補助事

業者は、補助事業の完了の日から起算して 20 日を経過した日又は補助金の交付決定



を受けた日の属する年度の翌年度 4 月 10 日のいずれか早い期日までに知事に提出し

なければならない。 

２ 前項の実績報告書の添付書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 事業実績書別記第９号様式 

 (2) 収支実績書別記第 10 号様式 

 

（補助金の額の確定） 

第 14 知事は、第 13 の規定による実績報告書の提出があった場合は、当該報告書の

内容を確認し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知する

ものとする。 

 

（補助金の請求） 

第 15 補助事業者は、第 14 の規定による通知を受けた後、補助金を請求するものと

する。 

 

（交付決定の取消し及び返還） 

第 16 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還

を命ずることができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。 

(2) この要綱又は交付決定の内容に違反したとき。 

 

（その他） 

第 17 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

附則  

この要綱は、令和 8 年 4 月１3 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３、第４関係） 

補助事業者 次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。 

(1) 和歌山県内に本社又は活動拠点を有し、事業活動を行う企業、

法人、団体であること。 

(2) 「わかやまジェンダー平等プロジェクト」の登録を受けている

こと。 

(3) えるぼし認定等を取得していること。 

(4) 申請日から過去３年以内に、労働関係法令に係る重大な違反が

ないこと。 

(5) 和歌山県税に未納がないこと。 

補助対象経費 補助対象経費は、補助金の交付対象者が県内で実施する事業に要

する経費であって、社会通念上適切な価格により取引されたもの

のうち、行動計画に定める数値目標がえるぼし認定基準に掲げる

数値を上回る水準にあり、当該目標の達成に資すると知事が認め

る取組を実施するために必要なもので、消費税及び地方消費税相

当額を除いた額とする。本補助事業により導入した機器、設備又

はシステムの導入に係るリース料も補助対象経費として認める。

（ただし、補助事業期間内に支払ったものに限る。） 

なお、補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額と補助限

度額を比較して少ない方の額を交付額とする。（ただし、算出され

た額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。） 

種別 補助対象経費 補助率 補助限度額 

働きやすい職

場づくり支援 

(1)施設及び設備整備費 

職場環境の改善に資する施

設の改修又は設備の導入に

要する経費（例：更衣室、

休憩室、トイレ、授乳室等

の整備費等） 

(2)職場環境向上に係る機器

導入費 

多様な働き方の推進又は職

場環境の向上に資する機器

の導入に要する経費（例：

テレワーク機器、Web 会議

設備等） 

２分の１

以内 

500 千円 



(3)労働時間管理高度化費 

労働時間の適正把握又は管

理の高度化を目的としたシ

ステム導入費（例：勤怠管

理システム導入費等） 

(4)業務効率化推進費 

業務の効率化や自動化によ

り労働時間の削減を図る取

組に要する経費（例：RPA

導入費、業務フロー分析委

託費等） 

(5)体制整備費 

ハラスメント防止体制その他

職場環境向上に係る制度整備

のための専門家委託費等 

(6)制度運用改善支援費 

フレックスタイム制度その

他柔軟な働き方に係る制度

の導入や運用改善に係る専

門家委託費等 

(7)計画策定支援費 

女性活躍推進に関する行動

計画等の策定又は見直しに

係る経費等 

女性のキャリ

アアップ/管

理職育成等支

援 

(1)研修実施費 

女性のキャリア形成又は管

理職育成を目的とした研修

の実施又は受講に要する経

費等 

(2)制度構築支援費 

キャリア支援制度、メンター

制度その他人材育成制度の構

築に係る専門家委託費等 

２分の１

以内 

100 千円 

次に掲げる経費は補助対象外とする。 

・交付決定日前に発注、契約、購入、設置又は実施した経費 



・人件費（給料、賃金、手当、役員報酬、残業代その他の法定内

外賃金を含む。） 

・飲食費、交際費、親睦会費、慶弔費その他社会通念上接待交際

に該当する経費 

・光熱水費、通信費、消耗品費、その他の経常的経費 

・本補助事業により導入した機器、設備又はシステムに係るリー

ス料を除く賃借に係る経費 

・本補助事業により導入した機器、設備又はシステムに係る費用

を除くシステムの運用、保守その他継続的に発生する費用 

・顧問契約等に基づく継続的な相談料、助言料等のうち、本補助

事業の実施に直接関係しない費用 

・汎用性が高く、本補助事業以外にも使用可能な備品の購入費 

・特定の個人に帰属する学費、資格取得費（本補助事業の目的と

の関連性が認められない受験料を含む。） 

・親会社、子会社、グループ会社その他資本関係又は人的関係を

有する法人等（代表者の親族（三親等以内）が経営する法人を含

む。）との取引に係る経費 

・他の補助金、助成金その他これらに類する制度の対象となって

いる経費 

・法令に違反する取組に係る経費 

・事業の実施に直接必要と認められない経費 

・その他知事が適当でないと認める経費 



別記第１号様式（第６条関係）  

年  月  日   

 

和歌山県知事 様  

（申請者）  

郵便番号  

住   所  

名    称  

代表者職名・氏名  

 

和歌山県えるぼし認定等促進による職場環境整備補助金交付申請書 

 

標記の補助金に係る事業を下記のとおり行いたいので、和歌山県えるぼし認定等促進によ

る職場環境整備補助金交付要綱第６第１項の規定により補助金の交付を申請します。 

 

記 

 

 １ 補助金申請額  金            円 

  （種別・申請額内訳）  

 

 

 

 

 ２ 申請者の概要 

 

 

 

 

 

 ３ 関係書類 

  (1)事業計画書（別記第２号様式） 

(2)経費配分書（別記第 3 号様式） 

  (3)暴力団等の排除及び補助金の活用に関する誓約書（別記第４号様式） 

  (4)見積書の写し（消費税額が区分されていること） 

  (5)えるぼし認定等通知書の写し 

  (6)女性活躍推進法第 8 条の規定による一般事業主行動計画の写し 

(7)振込先の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人（フリガナ）が確認できるもの) 

※金額はすべて消費税及び地方消費税相当額を含まない額で記載してください。 

働きやすい職場づくり支援              円 

女性のキャリアアップ/管理職育成等支援              円 

 

わかやまジェンダー平等プロジェクト登録番号 第    号 

従業員数（うち女性）  業種  

担当者職・氏名  電話番号  

メールアドレス  

 



別記第２号様式（第６関係） 

事業計画書 

 

１ 事業概要 

背景及び課題認識  

申請する事業の概要  

えるぼし認定等との関係

※1 

 

 

実施スケジュール※2 契約・発注日 年   月頃 

支払予定日 年   月頃 

※1 本事業の取組が、認定の維持又は向上にどのように寄与するか記載 

※2 補助対象経費に係る物品の納品及び支払いが年度内（３月 31 日まで）に完了するよう、スケジ

ュールを作成してください。  

 

２ 実施体制 

責任者職・氏名  

担当部署  

外部委託先※該当する場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第 3 号様式（第 6 関係） 

経費配分書 

 

１ 収入 

区分 金額（円） 摘要 

本補助金   

自己資金   

借入金   

その他（      ）   

合計(Ａ)   

 

２ 支出（経費配分）                          （単位：円） 

費目 内容 事業経費（税抜き） 左記のうち補助対象

経費（税抜き） 

    

    

    

    

    

補助対象経費合計（Ｂ）  

補助金交付申請額（千円未満切り捨て）（Ｃ＝Ｂ×補助率:2 分の 1）  

※金額はすべて消費税及び地方消費税相当額を含まない額で記載してください。 

※行が不足する場合は適宜追加してください。 

※変更承認申請の場合は、変更前と変更後の内容（又は金額）を２段書きで記入してください。 

※同一事業について、他の補助金等との併用はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第４号様式（第６関係） 

暴力団等の排除及び補助金の活用に関する誓約書 

 

年  月  日   

和歌山県知事 様 

（申請者） 

郵便番号 

住  所 

名  称 

代表者職名・氏名 

 

私は、和歌山県えるぼし認定等促進による職場環境整備補助金交付要綱の第６の規定に基

づき、交付申請をするにあたり、次の事項を誓約します。 

１ 自社又は自社の役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他

これらと同等の責任を有する者をいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他

これらと同等の責任を有する者をいう。）は、次のいずれにも該当しないこと。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2) 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者 

(4) 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

(7) (3)から(6)に掲げる者のほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を

有する者 

２ １の誓約事項に虚偽の内容があった場合又は１の(1)から(7)に該当することとなった

場合は、和歌山県に速やかに届け出るとともに、和歌山県えるぼし認定等促進による職

場環境整備補助金の交付決定を取り消すことを承諾します。 

３ 和歌山県えるぼし認定等促進による職場環境整備補助金を活用し、えるぼし認定等取

得後もその取組の維持、向上又は高度化を図ることを推進します。また、補助事業完了

後においても、必要な報告、調査に協力します。 



別記第５号様式（第８関係） 

 

年  月  日   

和歌山県知事 様 

 

（申請者） 

郵便番号 

住  所 

名  称 

代表者職名・氏名 

 

和歌山県えるぼし認定等促進による職場環境整備補助金 

計画変更承認申請書 

 

年  月  日付け   第   号で交付決定のありました標記補助金につ

いて、下記のとおり計画内容を変更したいので、和歌山県えるぼし認定等促進による職場

環境整備補助金交付要綱第８の規定により承認されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 変更の理由 

 

 

２ 変更の内容 

(1) 事業内容の重要な部分に関する変更 【□有・□無】（該当するものに☑） 

※詳細は事業計画書（別記第２号様式）に記載 

 

(2) 補助対象経費の額に関する変更 【□有・□無】（該当するものに☑） 

   変更前：           円 

   変更後：           円 

 

３ 関係書類（※変更前と変更後を比較できるよう記載してください。） 

(1) 事業計画書（別記第２号様式） 

(2) 経費配分書（別記第 3 号様式） 

(3) その他知事が必要とする書類 

※金額はすべて消費税及び地方消費税相当額を含まない額で記載してください。 



別記第６号様式（第 10 関係） 

 

年  月  日 

和歌山県知事 様 

 

（申請者） 

郵便番号 

住  所 

名  称 

代表者職名・氏名 

 

和歌山県えるぼし認定等促進による職場環境整備補助金 

中止（廃止）承認申請書 

 

年  月  日付け   第   号で交付決定のありました標記補助金につ

いて、下記のとおり中止（廃止）したいので、和歌山県えるぼし認定等促進による職場環

境整備補助金交付要綱第 10 条の規定により承認されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

２ 中止の期間（廃止の時期） 

 

 

３ 今後の見通しと対策 

 

 

４ 関係書類（中止又は廃止の理由が確認できるもの） 

 

  



別記第７号様式（第 11 関係） 

 

年  月  日 

 

和歌山県知事 様 

 

（申請者） 

郵便番号 

住  所 

名  称 

代表者職名・氏名 

 

和歌山県えるぼし認定等促進による職場環境整備補助金 

遅延等報告書 

 

年  月  日付け   第   号で交付決定のありました標記補助金

について、下記の理由により予定の期間内に完了しないこととなったので、和歌山県えるぼ

し認定等促進による職場環境整備補助金交付要綱第 11 条の規定により報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の進捗状況 

 

 

２ 遅延の内容及び理由（※自己都合によるものは認められません。） 

 

 

３ 遅延に対する対応 

 

 

４ 事業完了予定日 

年  月  日 

 

  



別記第８号様式（第 13 関係） 

年  月  日 

和歌山県知事 様 

（申請者） 

郵便番号 

住  所 

名  称 

代表者職名・氏名 

 

和歌山県えるぼし認定等促進による職場環境整備補助金 

実績報告書 

 

年  月  日付け   第   号で交付決定のありました標記補助金

について、下記のとおり完了したので、和歌山県えるぼし認定等促進による職場環境整備補

助金交付要綱第 14 条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業の実績 

「事業実績書」（別記第９号様式）及び「収支実績書」（別記第 10 号様式）のとおり 

 

２ 補助金申請額  金            円 

  （種別・申請額内訳）  

 

 

 

３ 関係書類 

(1) 事業実績書（別記第９号様式） 

(2) 事業実施が確認できる資料（研修資料、設置場所、着工前後の写真等） 

(3) 収支実績書（別記第 10 号様式） 

(4) 見積書及び契約書の写し※１件当たり 100 万円以上の場合は２社以上の見積書の写し 

(5) 請求書及び領収書の写し又はその他支払証拠書類 

(6) その他知事が必要と認める書類 

※金額はすべて消費税及び地方消費税相当額を含まない額で記載してください。 

 

働きやすい職場づくり支援              円 

女性のキャリアアップ/管理職育成等支援              円 

 



別記第９号様式（第 13 関係） 

事業実績書 

 

１ 事業概要 

□ 施設又は設備の整備改修 

□ 女性管理職育成研修、セミナーの実施 

□ 就業規則等の整備又は改正 

□ 業務効率化ツールの導入 

□ テレワーク環境整備 

□ 勤怠管理システム導入 

□ その他（                               ） 

※実施したものにチェックを入れてください。 

 

２ 実施状況 

実施時期 実施内容 対象人数・回数等 

年  月  日   

 ※行が不足する場合は適宜追加してください。 

 

３ 事業完了確認 

□ 本事業は交付決定の内容に基づき実施しました。 

□ 補助対象経費について、関係書類を保管しています。 

※該当するものにチェックを入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第 10 号様式（第 13 関係） 

 

収支実績書 

 

１ 収入 

区分 金額（円） 摘要 

本補助金   

自己資金   

借入金   

その他（      ）   

合計(Ａ)   

 

２ 支出（経費配分）                          （単位：円） 

費目 内容 事業経費（税抜き） 左記のうち補助対象

経費（税抜き） 

    

    

    

    

    

補助対象経費合計（Ｂ）  

補助金交付申請額（千円未満切り捨て）（Ｃ＝Ｂ×補助率:2 分の 1）  

交付決定通知書記載の補助金額（計画変更で補助金の額を変更した場

合は変更後の額）（D） 

 

補助金額（C 又は D のいずれか低い額）  

※金額はすべて消費税及び地方消費税相当額を含まない額で記載してください。 

※行が不足する場合は適宜追加してください。 

※同一事業について、他の補助金等との併用はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 


